
日常生活用具（ストーマ装具、紙おむつ、人工鼻） 受給までの流れ 

 

注意事項 

① 申請は上半期（４月～９月）、下半期（１０月～３月）と分かれています。 

上半期と下半期を超えての申請はできません。 

【具体例】 

・４月～９月分の申請→対応可 

・６月～１１月分の申請→対応不可 

② 見積書に記載の用具内容が変更になる可能性がある場合は、６ヶ月の申請で

はなく２か月ごとなど期間を細かく分けて申請願います。 

③ 原則、支給決定後に給付内容の変更を行うことはできません。 

※身体状況の変化による給付内容の変更についてはご相談ください。 

④ 給付内容が変わらない場合は、６ヶ月分の申請の中で給付期間を分けること

が可能です（送付は一括で行います。）。 

ご希望の場合は、申請時にご相談ください。 

【具体例】 

  ≪対応可≫ 

 ・４月～９月分を１枚の給付券で送付してほしい 

 ・４月～９月分を２か月ごと３枚の給付券で送付してほしい 

≪対応不可≫ 

・４月～９月分を２か月ごとの給付券を対象の期間になったらそれぞれ 

送付してほしい 

 

業者へ

見積依頼

•お客様で業者様に連絡していただき見積書を作成してください。

•作成された見積書については業者様から直接役場へ提出をお願いしております。

•見積書が届かない場合は支給決定できませんのでご注意ください。

役場への

給付申請

•窓口（利府町役場３番窓口）またはWebにて申請してください。

•Web申請は令和８年４月～開始予定です。
町のHPに掲載しますので、ご確認ください。また、３月広報でもお知らせする予定です。

•必要書類：身体障害者手帳

町での
審査・処理

•申請書、見積書が揃い次第内容の確認をし、給付を決定します。

•給付決定後はお客様、業者様にそれぞれ書類を送付します。

•送付書類：決定通知（お客様宛）、通知・給付券（業者様宛）

納品・支払

•決定通知が届きましたら業者様と日程調整のうえ、物品を受領し、自己負担額の支払い
を行ってください。


